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船舶事故調査報告書 

 

                            令和元年５月２２日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１１月８日 １６時５０分ごろ 

発生場所 三重県志摩市浜島港 

 浜島港灯台から真方位１４８°８００ｍ付近 

（概位 北緯３４°１７.１′ 東経１３６°４６.２′） 

事故の概要 旅客船おおさきは、南進中、また、遊漁船ほっぺ毛
け

丸は、東進中、

両船が衝突した。 

ほっぺ毛丸は、船長が負傷し、船首部外板に破口等を生じ、また、

おおさきは、右舷船尾部ブルワークの破損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年１１月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客船 おおさき、１９トン  

２４３－２９７９８三重、志摩マリンレジャー株式会社 

１４.４８ｍ（Lr）×４.２７ｍ×２.１２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３５７.００kＷ、平成９年６月 

Ｂ 遊漁船 ほっぺ毛丸、４.０トン 

ＭＥ３－６６４０５（漁船登録番号）、個人所有 

１１.１０ｍ（Lr）×２.５９ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２４３.００kＷ、平成３年９月 

第２４０－３３５５８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３１歳 

一級小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成２０年１０月３０日 

免許証交付日 平成２６年１月１６日 

           （平成３１年２月２２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３９歳 

一級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成２７年６月９日 

    免許証交付日 平成２７年６月９日 

           （令和２年６月８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船尾部ブルワーク及び防舷材に破損、右舷船尾部ビットに折

損  

Ｂ 船首部外板に破口を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、旅客が乗船していない状態で、

平成３０年１１月８日１６時４５分ごろ、志摩市御座
ご ざ

漁港に向けて浜

島港の乗船岸壁を離岸した。 

Ａ船は、船長Ａが、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて手動操舵に

より操船に当たり、目視で見張りを行いながら約７ノット（kn）の速

力（対地速力、以下同じ。）で、浜島港大矢取沖灯浮標を右方に見て

右転した後、御座漁港口の御座港西防波堤灯台を船首目標に定め、南

進した。 

Ａ船は、船長Ａが、南進を開始した頃、右舷前方０.８～１海里

（Ｍ）付近にＢ船を初認した後、時々Ｂ船の動向を見ながら操船し、

Ｂ船の船首方を通過できると思い、同じ針路及び速力で航行した。 

Ａ船は、船長Ａが、右舷前方に接近したＢ船を認め、互いに通過す

る距離が近いと感じたものの、船長Ｂも見張りをしてＡ船に気付いて

いるので、Ｂ船がＡ船の船尾方をぎりぎりに通過してくれるだろうと

思い、同じ針路及び速力で航行していたところ、１６時５０分ごろ、

右舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ａ船は、船長Ａが運航管理者に本事故発生の連絡を行い、運航管理

者が１１８番通報し、海上保安庁の指示により乗船岸壁に戻った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客１人を乗せ、１６時３０

分ごろ、英
あ

虞
ご

湾奥の志摩市布施
ふ せ

田
だ

の係留場所に向け、三重県南伊勢町

田曽
た そ

埼南方沖の釣り場を発進した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けてリモコン装

置を操作して自動操舵によって操船に当たり、目視で見張りを行いな

がら約１５knの速力で東進した。 

船長Ｂは、白浜海水浴場北方沖に差し掛かった頃、自動操舵から遠

隔操舵に切り替えて航行していたところ、右舷前方２㎞付近に停泊し

ている僚船を視認した。 

船長Ｂは、僚船の様子が気になって、パーソナル無線で交信を試み

たが、応答がなかったので、僚船を見ることに意識を集中して呼出し

を続けていたところ、応答があり、ようやく通じたと思い、ふと前方

を見たところ、左舷船首方至近にＡ船を視認し、リモコン装置を後進

及び左舵に操作しものの、効果がなくＡ船と衝突した。 

船長Ｂは、額を航海計器にぶつけて負傷したが、船長Ａに１１８番

通報を依頼し、釣り客を御座漁港で下船させた後、Ａ船の係留場所で
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海上保安庁の調査を終え、Ｂ船の係留場所に戻った後、自ら病院を受

診し、右前額部挫創と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、Ｂ船が右舷前方に接近してきたとき、減速していれば良

かったと本事故後に思った。 

船長Ｂは、しっかり前方を見ていればＡ船に気付いたと思うが、僚

船の様子が気になり、Ａ船に気付くのが遅れたと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、浜島港を南進中、船長Ａが、右舷前方に接近するＢ船を認

めた際、船長ＢがＡ船に気付いてＡ船の船尾方を通過してくれるだろ

うと思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

Ｂ船は、浜島港を東進中、船長Ｂが、右舷前方に視認した僚船を見

ることに意識を集中し、無線で僚船の呼出しを行いながら航行を続け

たことから、左舷方から接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、浜島港において、Ａ船が南進中、Ｂ船が東進中、船長Ａ

が、右舷前方に接近するＢ船を認めた際、船長ＢがＡ船に気付いてＡ

船の船尾方を通過してくれるだろうと思い、同じ針路及び速力で航行

を続け、また、船長Ｂが、右舷前方に視認した僚船を見ることに意識

を集中し、無線で僚船の呼出しを行いながら航行を続けたため、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、接近する他船がある場合、衝突のおそれがあるかどう

かを判断し、衝突のおそれがある場合は、早期に汽笛等による信

号を行い、また、減速するなど早期に衝突を避ける措置をとるこ

と。 

・航行中は、操船に専念し、常時、適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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